
○改正児童福祉法では、児童福祉司スーパーバイザーの任用後研修、児童福祉司の任用後研修、社会福祉主事を児童福祉司として任用する場 

 合の任用前研修、要保護児童対策地域協議会の調整機関に配置される専門職の任用後研修が義務化される。 

○研修の実施に際しては、子どもの虹情報研修センターと都道府県等が実施する研修体系の整理を行うとともに、現在の研修実施に関する 

 都道府県等への補助の充実、子どもの虹情報研修センターにおける研修体制の強化を図る。 

義務研修の内容 

（※）義務研修の内容（カリキュラム、講師要件等）、実施方法等については、「子ども家庭福祉人材の専門性確保ワーキンググループ」で議論。 

平成29年度概算要求での対応 

子どもの虹情報研修センター 

都道府県・指定都市・児童相談所設置市 
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①児童福祉司 
 スーパーバイザー  
   の任用後研修 ①児童福祉司スーパーバイザーの任用後研修 

【既存】定員80名・年１回 

○都道府県等が実施する②➂④研修の講師を担当する  
 者の研修の実施【新規】 

○対象者全ての受講を可能とするため、 
 年間開催回数の増を図る。 
・年1回（80名）→ 年6回（480名） 
（対象者）470名（H27.4.1現在） 

○研修対象者の選定、研修内容や 
 カリキュラム等については別途検討 
○講義及び討議15.5時間、演習4時間、 
 計19.5時間の研修を年３回 

○全都道府県・指定都市・児相設置市 
  で実施 
 
○実施率の引き上げ（例：児童福祉司 
 任用資格取得のための研修） 
 ・65％→１００％ 
 
○新たな研修事業の創設 

②児童福祉司の 
 任用後研修 

③社会福祉主事を 
 児童福祉司として 
 任用する場合の 
 任用前講習 

④要保護児童対策地域  
 協議会の調整機関に 
 配置される専門職の 
 任用後研修 

②児童福祉司の任用後研修 

③社会福祉主事を児童福祉司として任用する場合の任用 
 前講習 

④要保護児童対策地域協議会の調整機関に配置される 
 専門職の任用後研修 

平成29年度概算要求における児童福祉司等の義務研修等の実施体制イメージ 資料３ 
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事業名 概要 

➀協力体制整備事業 地域で活動する主任児童委員、保育所職員、児童養護施設職員等に対し、児童虐待に関する専門研修を実施。  

➁専門性強化事業 ・地域における児童虐待問題等に関連の深い医師、保健師、ケースワーカーなど専門家の養成など、実践的研修を実施する。 

・児童相談所、市町村職員等に対する専門研修 

③児童福祉司任用資格 
   取得のための研修 

児童福祉司に任用するための、保健師や保育士に対する講習会を実施する。 

④未成年後見人制度研修 新たに未成年後見人の対象となる法人等に対し、未成年後見人制度の研修を実施する。 

児童虐待防止対策研修事業の組み替え 

事業 
再編 

事業名 概要 

➀児童福祉司任用前講習会 保健師や社会福祉主事などが、児童福祉司に任用されるために必ず受講しなければならない講習会を実施。 

➁児童福祉司任用後研修 全ての児童福祉司が任用後に必ず受講しなければならない研修を実施。 

③要保護児童対策調整機関担当者研修 全ての要対協の調整機関の職員が任用後に必ず受講しなければならない研修を実施。 
 

④虐待対応関係機関専門性強化事業 地域で活動する主任児童委員、保育所職員、児童養護施設等職員に対し、児童虐待に関する専門的な研修を実施。 
また、新たに未成年後見人の対象となる法人等に対し、未成年後見人制度の研修を実施する。 

⑤児童相談所等職員専門性強化事業 児童相談所の児童福祉司、児童心理司等及び市町村職員に対するスキル向上のための研修を実施。また、多職種による合同研
修を実施する。 

⑥医療機関従事者研修 児童虐待の早期発見・早期対応を図るため､医療機関従事者に対し､児童虐待に関する研修を実施。 
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